
 

 資料 NO.6-1  

第５期長岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定について 

 

平成 21 年３月に策定した「第４期長岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（計

画期間：平成 21年度～平成 23 年度）を見直し、長岡市総合計画、長岡市障害者基本計画・

障害福祉計画等との整合性を図りながら、平成 23 年度中に第５期計画（平成 24 年度～平

成 26 年度）を策定する。 

 

１ 策定の方法 

第４期計画と同様に 

「老人福祉法」に規定する「市町村老人福祉計画」 

「介護保険法」に規定する「市町村介護保険事業計画」 

「社会福祉法」に規定する「市町村地域福祉計画」 

 

２ 計画の性格等 

種類 市町村老人福祉計画 市町村介護保険事業計画 

名称 長岡市高齢者保健福祉計画長岡市介護保険事業計画 

根拠 老人福祉法第 20条の８ 介護保険法第 117 条 

内容 ・老人福祉事業の供給体制の確保 

・確保すべき事業の量の目標その他

必要な事項 

・介護保険事業計画と一体のものと

して作成 

 

 

・３年を１期として計画を策定 

・介護保険給付の円滑な実施を確保

するために必要な事項（介護保険

料の改定等） 

・各年度における介護給付等対象サ

ービスの種類ごとの量の見込み、

見込量の確保のための方策等 

・各年度における地域支援事業の量

の見込み、見込量の確保のための

方策等 

・老人福祉計画と一体のものとして

作成 

  

種類 市町村地域福祉計画 

名称 長岡市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

根拠 社会福祉法第 107 条 

内容 ・地域おける福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

・地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

・地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

 

３ 第５期介護保険事業計画の基本的な考え方 

  別紙 「H23 年２月 22 日（火）_全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料か

ら抜粋」参照 

 

一体的に策定 
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（H23年２月22日(火)_全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料から抜粋)

資料６－１　別紙


